
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1 地域福祉の充実 

          2 障害者福祉の充実 

          3 高齢者福祉の充実 

          4 児童福祉の充実 

          5 保健・医療の充実 

          6 保険・保障制度の充実 

           (1) 国民健康保険制度の充実と運営の効率化 

           (2) 介護保険制度の充実と運営の効率化 

           (3) 生活相談体制の充実と生活保護制度の的確な運用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 中学生によるまちづくり次世代ワークショップ



 65

現 状 と 課 題 

 １ 地域福祉の充実 

 

 

 

  急速な少子高齢化や都市化の進展、核家族化の進行、個人の価値観の多様化など

により、地域の相互扶助機能は弱体化しています。また、福祉制度が従来の施設中

心の措置型から、地域での生活を支援する利用者本位の自立型へと変わってきてい

ます。 

  このため、地域福祉活動への市民の参加を促進するとともに、障害の有無や年齢

にかかわらず、尊厳を持って安心して暮らしていくための地域の支え合いが必要と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

◆ 市民主体の地域福祉の推進  

◆ 尊厳を持って共に生きる社会づくり 

◆ 地域福祉活動の担い手となる人材の育成  

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 市民主体の地域福祉の推進 ❶ 地域福祉の推進 
❷ 地域福祉活動への市民の参加促
進 

◆ 尊厳を持って共に生きる社会づ
くり 

❶ 権利擁護の充実 
❷ 相談・支援体制の整備 

地域福祉の充実 

◆ 地域福祉活動の担い手となる人
材の育成 

❶ ボランティアの充実 
❷ 福祉教育の推進 

235 286269261273

945

1,150

1,392 1,381 1,437

0

500

1,000

1,500

2,000

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

個人会員数 団体への加入会員数

市ボランティア連絡協議会への登録数

資料：那須塩原市社会福祉協議会 あったかハート号 

施 策 の 体 系 

目指すべき方向 
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成 果 指 標 

 

 

◆ 市民主体の地域福祉
の推進 

 ❶ 地域福祉の推進 
・市民のニーズや地域の特性に沿った「地域福祉計画」

を策定し、きめ細かな福祉サービスの提供に努めます。

・地域福祉を推進するため、主体的役割を担う社会福祉

協議会の活動を支援します。 
❷ 地域福祉活動への市民の参加促進 

・地域福祉活動への主体的・積極的な参加を促進するた

め、その担い手となる人材の育成に努めます。 
 

◆ 尊厳を持って共に生
きる社会づくり 

 ❶ 権利擁護の充実 
・ 認知症の高齢者や知的障害者の権利を擁護するため、

＊地域福祉権利擁護事業の普及や＊成年後見制度の利

用促進を図り、自らの権利が保障される体制づくりを

進めます。 
❷ 相談・支援体制の整備 

・民生委員・児童委員の活動を支援するとともに、相談

体制の充実に努めます。 
 

◆ 地域福祉活動の担い
手となる人材の育成 

 ❶ ボランティアの充実 
・ボランティアの育成に努め、地域での福祉活動を支援

します。 
❷ 福祉教育の推進 

・福祉活動への参加を促すため、教育機関との連携によ

り、体験学習や交流事業を推進するとともに、福祉活

動やイベントなどの情報の充実に努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 
社会福祉協議会の地域福祉活動への支
援 期間中継続 

行政と市民、事業者、ボランティアと
のネットワークづくり 21～23 年度 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23 年)

ボランティア登録数 
（個人） 

 

 

 

 

 

 

ボランティア登録数
（団体） 

 

 

 

 

 

 
 (平成 17 年) (平成 23 年)    

＊地域福祉権利擁護
事業利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 人 300 人
73 団体 
1437 人 

90団体
1500 人

30 人 100 人

主 要 事 業 

施 策 の 内 容 

300 人

100 人

90 団体
1500人
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現 状 と 課 題 

 ２ 障害者福祉の充実 

 

 

 

  学校卒業後には施設に入所するか、自宅で福祉サービスを利用するなど障害者の

多くは、一般的な就労が困難となっています。また、障害者への福祉サービスは、

利用者である障害者自身に複雑で分かりにくい制度といえます。 

  このため、乳幼児期から学齢期、成人期、高齢期まで、それぞれの*ライフステー

ジにおいて障害者が安心して自立した生活を送れるよう、地域の特性や障害者の状

況とともに、障害者のニーズに応じたサポート体制をつくる必要があります。加え

て、障害者の社会参加を促進するため、社会活動の場の提供とともに活動機会の確

保に努める必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

◆ 自己決定・自己選択の支援  

◆ 障害者の社会参加の促進  

◆ 地域生活支援体制の充実  

 

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 自己決定・自己選択の支援 ❶ 障害種別を超えた福祉サービス
の一元化 

❷ 利用者への支援体制の充実 
❸ *ケアマネジメント体制の充実 

◆ 障害者の社会参加の促進 ❶ 就労の促進 
❷ 地域交流の促進 
❸ コミュニケーション体制の充実 

障害者福祉の充実

◆ 地域生活支援体制の充実 ❶ 在宅サービスの充実 
❷ 日常生活用具・補装具等の充実

障害者の状況

235

314

722

187

378

377

29

1,875

750

0 500 1000 1500 2000

85

50

303030

19191919

0

35

46
4244

48

0
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H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

（人）

知的障害者

精神障害者
障害者福祉作業所通所者

(18年 4月1日現在) 
市内における障害者*授産施設の定
員数と*福祉作業所への通所者数 (人) 

 視覚

聴覚・平衡

音言・咀嚼

肢体不自由

内部

複合

療養手帳Ａ交付者

療養手帳Ｂ交付者

精神障害者保健福祉手帳交付者

   種 別 
（身 体） 

 
 
 
 
 
（知 的） 

 
   （精 神） 

点字教室 施 策 の 体 系 

目指すべき方向 
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成 果 指 標 

 

 

◆ 自己決定・自己選択
の支援 

 ❶ 障害種別を超えた福祉サービスの一元化 
・障害の種類にかかわらず共通のサービスを身近な地域

で受けられるよう、サービス基盤の充実に努めます。

・障害種別を超えて一つの施設でサービスを提供できる

よう、事業者の体制づくりの支援に努めます。 
❷ 利用者への支援体制の充実 
・個々のニーズに応じた情報の提供を図るとともに、よ

り身近なところでいつでも相談が受けられるよう相談

機能の充実に努めます。 
❸ ケアマネジメント体制の充実 
・＊ケアマネジメントの充実を図るため、人材の養成や 
相談体制の強化に努めます。また、個々の障害者に対

する施策が、＊ライフステージ間で適切に継続されるよ

う相談支援体制を充実します。 
◆ 障害者の社会参加の
促進 

 ❶ 就労の促進 
・ハローワーク等の関係機関との連携により障害者一人

ひとりの能力や適性に応じた就労支援を推進します。

・＊授産施設や＊福祉作業所の設置を促進し、障害特性に

応じた多様な働き方ができるような環境を整備します。

❷ 地域交流の促進 
・地域住民との交流や相互理解を深めるため、文化やス

ポーツ・レクリエーションなど地域活動への参加を促

進します。 
❸ コミュニケーション体制の充実 
・意思疎通の困難な障害者のために、手話通訳者や朗読

奉仕員、＊ガイドヘルパーなどの養成に努めます。 
◆ 地域生活支援体制の
充実 

 ❶ 在宅サービスの充実 
・障害者が自立した生活を送れるよう、在宅サービスの

充実を図るとともに、障害種別を超えた総合的な支援

体制の整備に努めます。 
❷ 日常生活用具・補装具等の充実 
・障害者が安心して日常生活を送れるよう、日常生活用

具や補装具とともに、住宅改造制度の充実に努めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

障害者相談支援事業 期間中継続 

障害者地域活動支援センターの整備・充実 期間中継続 

就労の促進 期間中継続  

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

 

 

 

 

 

 

 
障害者就 
労支援施 
設の定員 
数 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
障害者地域活動支援
センターの利用者数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅で各
種介護給
付サービ
スを利用
している
障害者数 

身体障害 

知的障害 

精神障害 

児童 

47 人 

104人 

10 人 

131 人 

70 人 

150 人

20 人

150 人

19 人 

85 人 

20 人

105 人知的障害

精神障害

46 人 58 人 

主 要 事 業 

施 策 の 内 容 

70人

150 人

20 人

150 人

105 人

20 人

58 人
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現 状 と 課 題 

 ３ 高齢者福祉の充実 

 

 

 

  平均寿命の伸長にともない、本市の高齢化は進行しています。また、子供との同

居率の低下により、ひとり暮らしの高齢者と高齢者世帯が増加しています。 

このため、高齢者が生きがいを持ち健康で暮らせるよう、生きがいづくりの推進

とともに、高齢者の社会参加や就業機会の拡充を図る必要があります。また、高齢

者が、住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、自立対策や生活支援とと

もに介護予防の充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

◆ 生きがいづくりの推進 

◆ 総合的な介護予防システムの確立 

 

 

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 生きがいづくりの推進 ❶ 生きがいづくりの推進 
❷ 社会参加の促進 
❸ 就業機会の拡充 

高齢者福祉の充実

◆ 総合的な介護予防システムの確
立 

❶ 自立対策・生活支援の充実 
❷ *地域包括ケアシステムの充実 

高齢化の状況

18,774
18,314

17,769
17,093

16,433

16.35
16.02

15.68
15.23

14.78

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

12

13

14

15

16

17
高齢者人口

高齢化率

(人) (％)

元気アップデイサービス 
施 策 の 体 系 

目指すべき方向 
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成 果 指 標 

 

 

 

◆ 生きがいづくりの推
進 

 ❶ 生きがいづくりの推進 
・高齢者スポーツ事業やシルバー文化祭などの充実を図

ります。 
❷ 社会参加の促進 

・高齢者の持つ豊富な知識と培った経験を地域に還元す

る仕組みを確立するとともに、高齢者の社会活動やボ

ランティア活動などへの参加を支援します。 
❸ 就業機会の拡充 

・高齢者の就業ニーズの把握とともに、働きやすい環境

づくりを促進し、就業職種や機会の拡充を図ります。

 
◆ 総合的な介護予防シ
ステムの確立 

 ❶ 自立対策・生活支援の充実 
・高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、

閉じこもり防止などの自立対策とともに、安否確認や

外出支援、配食サービスなどの生活支援の充実に努め

ます。 
❷ 

*地域包括ケアシステムの充実 

・地域における福祉の増進や保健医療の向上を包括的に支

援するため、＊介護予防マネジメントや総合相談の推進と

ともに、虐待の未然防止と早期発見、権利擁護などの充

実に努めます。 
・介護サービス事業者や福祉関係者、民生委員などの協

力のもと、地域包括支援ネットワークの構築に努めま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 
高齢者の知識と経験を地域に還元させ
る仕組みづくり 期間中継続 

＊地域包括ケアシステムの充実 期間中継続  

 

 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

シルバー人材センタ
ーの登録者数 

 

 
 

 

 
 

元気アップデイサー
ビスセンターの設置
数 

 

 
 

 

 
 

      

15箇所 827 人 18 箇所920 人

主 要 事 業 

施 策 の 内 容 

920 人 18 箇所
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現 状 と 課 題 

４ 児童福祉の充実 

 

 

 

  離婚の増加や女性の社会進出にともない、保育園への入園希望が増えるとともに、

保育に対するニーズも多様化しています。加えて、家庭や地域での子育て機能の低

下により、子育て不安や児童虐待などが増加し、親から十分な養護が受けられない

児童への支援とともに、ひとり親家庭への安定的な生活支援が求められています。 

  このため、子育て環境や子育て支援体制の充実とともに、ひとり親家庭への安定

的な支援を推進する必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

◆ 子育て環境の充実 

◆ 子育て支援体制の充実 

◆ ひとり親家庭の福祉の充実 

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 子育て環境の充実 ❶ 保育環境の充実 
❷ 保育園への民間活力導入 
❸ 放課後児童対策の充実 

◆ 子育て支援体制の充実 ❶ 要保護児童への支援 
❷ 子育て相談・支援体制の充実 

児童福祉の充実 

◆ ひとり親家庭の福祉の充実 ❶ 相談体制の充実・強化 
❷ 自立支援の充実 

 

 

 

◆ 子育て環境の充実  ❶ 保育環境の充実 
・多様化する保育ニーズに対応するため、＊一時保育や 
＊特定保育などの特別保育サービスの充実を図ります。
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

(人)

保育園入園児童数
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少子化の状況
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施 策 の 内 容 

施 策 の 体 系 

目指すべき方向 
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成 果 指 標 

・保育内容の充実と質の向上を図るため、保育士の資質

向上に努めます。 
❷ 保育園への民間活力導入 
・増加する保育需要に対応するため、民間保育園の参入

や施設整備を促進するとともに、多様化する保育ニー

ズに柔軟に対応するため、公立保育園の民営化を検討

します。 
❸ 放課後児童対策の充実 
・公設 ＊児童クラブの運営形態及び施設整備などの検討

に努めます。 
・多様なニーズに対応するため、民設民営＊児童クラブの

設置促進に努めます。 
 

◆ 子育て支援体制の充
実 

 ❶ 要保護児童への支援 
・児童虐待を未然に防止するため、関係機関との連携を

図り、情報収集に努めるとともに、迅速かつ適切な対

応に努めます。 
❷ 子育て相談・支援体制の充実 
・＊子育てサロンの充実や子育てサークルへの支援を強化す

るとともに、子育て情報の提供や相談員の資質向上に努め

ます。 
・仕事と子育ての両立を支援するため、 ＊ファミリーサポ

ートセンター事業の導入を進めていきます。 
 

◆ ひとり親家庭の福祉
の充実 

 ❶ 相談体制の充実・強化 
・関係機関との連携を強化し、相談体制の充実を図ると

ともに、母子自立支援員による適切な訪問指導や相談

活動の強化に努めます。 
❷ 自立支援の充実 
・ひとり親家庭の自立を支援するため、給付金制度や貸付

制度の活用促進を図るとともに、就労への支援を推進し

ていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 
*ファミリーサポートセンター事業 21～23 年度 

保育園の民営化 期間中継続 

放課後児童対策事業 期間中継続 

 

 

 

 

 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

＊子育てサロン開催
箇所数 

 

 

 

 

 

 

子育て相談センター
ホームページ年間ア
クセス数 

 

 

 

 

 

 
 (平成 17 年) (平成 23 年)    

放課後児童クラブ数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 件 8 箇所 

21 箇所 

2 万件20 箇所

24 箇所*放課後児童クラブ数 

主 要 事 業 

20箇所

24箇所

2万件
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検診の受診状況
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現 状 と 課 題 

 ５ 保健・医療の充実 

 

 

 

高齢化が進展するなか、食生活や運動不足などを起因とする*生活習慣病が増加し

ており、健康づくりへの関心が高まっています。加えて、ストレスや環境への不適

応から心の病気が増加するなど保健・医療に対するニーズは多様化しています。 

このため、食生活の改善や適度な運動を促進し、「一次予防」の推進を図るとと

もに、健康診査を充実し、疾病の早期発見・早期治療に努める必要があります。ま

た、母子保健の充実を図るとともに、感染症予防対策の推進や救急医療体制の充実

に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

◆ 健康づくりの推進 

◆ 保健・医療サービスの充実 

 

 

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 健康づくりの推進 ❶ 健康づくりの啓発 
❷ 地域主体の健康づくりの推進 
❸ 若年期からの健康づくりの推進

保健・医療の充実

◆ 保健・医療サービスの充実 ❶ 母子保健の充実 
❷ *生活習慣病対策の推進 
❸ 感染症予防対策の推進 
❹ 救急医療体制の充実 

91.9 乳幼児健診
 
 
 
46.2 基本健診 
38.7 大腸がん検診 
36.2 肺がん検診 
35.9 胃がん検診 
30.8 乳がん検診 
25.9 子宮がん検診 

疾病別の死亡者数

251
234240

184

129
112120

109 115123
98

117

0

100

200

300

H13年 H14年 H15年 H16年

（人）
がん 心疾患
脳卒中

乳幼児健診（2歳児歯科検診） 施 策 の 体 系 

目指すべき方向 
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成 果 指 標 

 

 

◆ 健康づくりの推進  ❶ 健康づくりの啓発 
・食生活改善推進員の養成とともに、関係機関との連携

の強化を図り、健康づくりの普及啓発に努めます。 
❷ 地域主体の健康づくりの推進 

・食生活改善推進員の活動を支援し、地域主体の健康づ

くりを推進していきます。 
❸ 若年期からの健康づくりの推進 

・食生活や運動習慣などを起因とする*生活習慣病を予防

するため、若年期からの健診・保健指導を強化します。

 
◆ 保健・医療サービス
の充実 

 ❶ 母子保健の充実 
・安心して妊娠・出産、子育てができるよう、子育てに

関する情報提供や相談体制の充実を図るとともに、乳

幼児健康診査の充実に努めます。 
・子どもの健やかな成長や発達を支援するため、こども

医療費の助成を充実していきます。 
❷ 生活習慣病対策の推進 

・＊生活習慣病の予防や早期発見・早期治療を促進するた

め、健康診査の受診率向上と生活習慣改善指導の充実に

努めます。 
❸ 感染症予防対策の推進 

・予防接種の励行とともに、結核やエイズなどの感染症

予防に対する知識の普及啓発を図ります。 
❹ 救急医療体制の充実 

・医療機関などとの連携を図り、救急医療体制の充実に

努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 
*生活習慣病対策事業 期間中継続 

こども医療費助成事業 期間中継続 

地域主体の健康づくり推進事業 20～23 年度  

 

 

 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

＊基本健康診査の受
診率 

 

 
 

 

 
 

地域主体の健康づく
り実践活動地区数 

 

 
 

 

 
 

46.2% 60.0% 0 地区 7 地区

主 要 事 業 

施 策 の 内 容 

60.0% 7 地区
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現 状 と 課 題 

 ６ 保険・保障制度の充実 
 
（１）国民健康保険制度の充実と運営の効率化 
 

 

 

 

  高齢化の進展と長引く不況の影響により、保険税収の伸びが期待できない反面、

医療技術の高度化や医療給付の増加により、保険制度の運営は厳しさを増していま

す。 

  このため、予防対策と健康づくりの推進により、医療給付の抑制に努める必要が

あります。加えて、医療費の適正化や収納率の向上により、保険財政の健全化に努

める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

◆ 保健事業の推進 

◆ 保険財政の健全化 

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 保健事業の推進 ❶ 予防対策の推進 
❷ 健康づくりの推進 

国民健康保険制度

の充実と運営の効

率化 ◆ 保険財政の健全化 ❶ 保険税の適正賦課 
❷ 医療費の適正化 
❸ 収納率の向上 

国保加入状況の推移

2.32.22.22.12.0

4.94.94.84.74.5

0

2

4

6

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年
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加入世帯数
被保険者数 医療給付費の推移
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施 策 の 体 系 

目指すべき方向 
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成 果 指 標 

 

 

 

◆ 保健事業の推進  ❶ 予防対策の推進 
・人間ドックや脳検診などの健康診断と事後指導の充実

により、疾病の早期発見と早期治療を促すとともに、

重症化の防止に努めます。 
❷ 健康づくりの推進 

・＊生活習慣病の予防や健康に対する意識の啓発を図るた

め、健康教室や健康相談などの事業を推進します。 
 

◆ 保険財政の健全化  ❶ 保険税の適正賦課 
・公平公正な保険料を賦課するため、被保険者の資格審

査の厳格化に努めます。 
❷ 医療費の適正化 

・医療給付を適正なものとするため、＊診療報酬請求明細書

の点検と審査の強化に努めます。 
・多受診や重複診療を防止するため、被保険者への情報

提供や個別指導の強化に努めます。 
❸ 収納率の向上 

・収納率の向上を図るため、口座振替制度の普及やコン

ビニエンスストアでの収納の導入を進めていきます。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

保健事業 期間中継続 

収納率向上対策事業 期間中継続  
 

 

 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

医療給付費 

 

 

 

 

 

 

 保険税収納率(現年
度分) 

 

 

 

 

 

 

66.2 
億円 

75.2
億円

84.1% 86.6%

主 要 事 業 

施 策 の 内 容 

86.6%
75.2

億円
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現 状 と 課 題 

（２）介護保険制度の充実と運営の効率化 
 

 

 

 

  平均寿命の伸長と高齢者の増加により、介護を必要とする市民も年々増えていま

す。加えて、導入から 6年を経過した介護保険制度は、予防重視への転換など大き

な改正が行われています。 

このため、高齢者が安心して自立した生活を続けられるよう、サービス基盤の整

備とともに、要介護認定の適正化や保険制度の周知に努める必要があります。加え

て、介護サービスの質の管理や介護給付の適正化を図るとともに、制度の安定的な

運営を確保するため、公平公正な保険料の賦課徴収に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

◆ 介護保険サービスの充実 

◆ 保険財政の適正化 

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 介護保険サービスの充実 ❶ 制度の周知 
❷ 計画的なサービス基盤の整備 
❸ 適正な要介護認定 
❹ サービスの質の管理 
❺ 給付の適正化 

介護保険制度の充

実と運営の効率化

◆ 保険財政の適正化 ❶ 適正な保険料の決定と徴収 

要介護認定者等の推移
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2,165

1,890

14.31
13.4212.99
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11.06

0

1,500

3,000

4,500

6,000

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

0

5

10

15

20
認定者数

出現率

リハビリの様子 

施 策 の 体 系 

目指すべき方向 
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成 果 指 標 

 

 

 

◆ 介護保険サービスの
充実 

 ❶ 制度の周知 
・制度の市民への周知を図るため、出前講座を積極的に

行うなど情報の提供に努めます。 
❷ 計画的なサービス基盤の整備 

・サービスの利用状況や要介護者の将来推計をもとに、

サービスの必要性を検討し、サービス基盤の整備に努

めます。 
・高齢者が住み慣れた地域で生活が続けられるよう、生

活圏域の特性にあわせたサービス基盤を整備します。

❸ 適正な要介護認定 

・訪問調査の公平性と客観性を確保するため、認定調査

の直営を堅持するとともに、計画的な調査員の確保と

資質向上に努めます。 

❹ サービスの質の管理 

・サービスの質の維持・向上を図るため、介護サービス

相談員を派遣し、利用者からの情報を収集するととも

に、集約した情報の公平公正な周知に努めます。 
❺ 給付の適正化 

・介護給付費の適正化を図るため、サービス内容の本人

通知、本人検証を実施し、良質なサービスを提供でき

る環境の整備に努めます。 
 

◆ 保険財政の適正化  ❶ 適正な保険料の決定と徴収 
・制度の詳細な分析や利用状況の推移を精査しながら、

的確な利用推計を行い、保険料の適正化に努めます。

・保険制度を安定的に運営するため、収納率の向上に努

めます。 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

介護予防事業 期間中継続 

地域密着型サービスの基盤整備 期間中継続 

 

 

 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

要支援・要介護者の
割合 

  
 保険料収納率(現年
度分) 

 

 
 

 

 
 

97.4% 98.9%16.82%14.31% 

主 要 事 業 

施 策 の 内 容 

16.82% 98.9%
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現 状 と 課 題 

（３）生活相談体制の充実と生活保護制度の的確な運用 
 

 

 

 

  少子高齢化や核家族化の進展により、相互扶助や扶養義務能力の弱体化が進むと

ともに、無年金者や傷病等により職に就けない中高年者が増加しています。 

  このため、福祉の総合的な相談窓口の充実や、関係機関などとの連携のもとで、

生活保護受給者の自立を促進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

◆ 福祉全般に関する総合相談窓口の充実  

◆ 生活保護制度の的確な運用         

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 福祉全般に関する総合相談窓口
の充実  

❶ 専門面接相談員の設置 生活相談体制の充

実と生活保護制度

の的確な運用 ◆ 生活保護制度の的確な運用  ❶ 資格審査の徹底 
❷ 就労支援の推進 

 
 

 

 

◆ 福祉全般に関する総
合相談窓口の充実 

 ❶ 専門面接相談員の設置 
・市民にわかり易い相談窓口とするため、総合的な福祉

に関するインテークワーカー（面接相談員）の設置に

努めます。 
 

 
 

 
 
 

 

生活保護の状況の推移
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◆ 生活保護制度の的確
な運用 

❶ 資格審査の徹底 

・被保護者と扶養義務者の収入・資産調査を定期的に行

い、不正受給の防止を図るととともに、適正な保護費

の実施に努めます。 
❷ 就労支援の推進 

・被保護者の自立を促進するため、生活訓練への援助と

ともに、生活の場や受入れ先の確保に努めます。 
・ハローワークへの同行や就労コーディネーターとの面

接の仲介など被保護者への就労支援に努めます。 
 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

生活保護施行事務適正実施推進事業 期間中継続 

 

主 要 事 業 


